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パブロ・デ・オラビーデ
――啓蒙改革派官僚として――
（リマ 1725年～バエサ 1803年）
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【参考文献】
• 立石博高「啓蒙スペインの新定住地域開拓事業

――その理念を中心として」（同志社大学『外国文
学研究』第42号、1985年9月、87-122頁）

• 同「パブロ・デ・オラビーデの啓蒙思想（その１）」
（同志社大学『外国文学研究』第58号、1990年12
月、34-52頁）

• 同「スペインの啓蒙思想と啓蒙的改革」（同ほか編
『スペインの歴史』、昭和堂、1998年、154-160頁、

所収）

• 同「啓蒙改革の時代」（同編『スペイン・ポルトガル
史』、山川出版社、2000年、183-204頁）
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〔スペイン国内で流布した詩句〕

「オラビーデはルッター派だ ／フリーメーソンで無神論者だ

／異教徒でカルヴァン派だ ／ユダヤ教徒でアリウス派だ

／マキアヴェッリだ。彼がキリスト教徒であろうか」

「彼は偉大な弟子だが ／彼の主人よりも偉大というのではな
い ／だがわがパブロはきわめて抜け目なく ／抜け目のな
さでは彼の主人よりも優っていた ／この主人というのは、あ
あイエス様、なんと恐ろしいことか ／かのペストのように危
険なヴォルテールなのである」
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ヴォルテール（Voltaire, 1694年11月21日 - 1778年5月30日）

マルモンテルの演説
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ディドロ「ドン・パブロ・オラビーデ――その略歴」
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ドゥニ・ディドロ（Denis Diderot、1713年10月5日 - 1784年7月31日）。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/DiderotVanLoo.jpg
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オラビーデの生涯（1）――ヨーロッパ文化の精通まで

• 1725年1月25日、パブロ・デ・オラビーデ・イ・ハウレギ(Pablo de 
Olavide y Jáuregui)が、スペイン領アメリカ、ペルーの首都リマに、長

男として生まれる。姉妹二人に、ミカエラとホセーファ。
– 父はスペイン、ナバーラ出身のイダルゴ、ドン・マルティン・デ・オラビーデ（リマ会

計院会計官）

– 母はドニャ・マリア・テレサ・ハウレギ（セビーリャ出身のアントニオ・デ・ハウレギ司
令官とリマ女性との間の娘）

――その家系は植民地ペルーで華やかな地位を占めていた。彼女の兄ドン・ド

ミンゴ・アントニオ・デ・ハウレギは、チャルカスの聴訴院（アウディエンシア）院長。
叔父は、有名なイエズス会士のマルティン・デ・ハウレギ神父。

– 5月7日、サグラリオ協会で洗礼を受ける（Pablo Antonio José）。叔父ドミンゴ・ハ

ウレギが代父。

– 10歳のとき、イエズス会の経営するリマのサン・マルティン学校に学ぶ。

– 15歳のとき、サン・マルコス大学の神学の学士・博士として卒業。

– 17歳のとき、教会法・世俗法の学位を取得して、神学部の講座教授となる
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• オラビーデは幼少から非常に聡明。17歳になるまでに神学、教会

法、判決（センテンシアス）の学位を得る。

– 1741年、リマの聴訴院で弁護士として認められる。

– 1745年、リマのサン・マルコス大学神学部の教授ポストをある聖

職者と競って敗れる。その見返りに、副王の推薦で、リマ聴訴院
の聴訴官（オイドル）に任命される。

※20歳前にこうした経歴を得たのは、オラビーデ家とイエズス会の

影響力の強さを物語る。

※植民地における官職売買の要素も考慮しなければならない。
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• 1746年10月28日、リマを大地震が襲う。

– 16000人の犠牲者を出す。その中にはオラビーデの親族が含ま

れていた。劇場の建設とその資金源の問題

– オラビーデによる公金（地震の死亡者の財産）の着服・流用疑惑

– 地震の科学的説明を公然と論じる→伝統的な教会の反発。

⇒1750年10月、この事件究明までは、聴訴官の職を解くと宣告

される。

• 1749年にオラビーデはリマを離れて、約2年かけて本国スペインに

到着。

– この間、カラカス、パナマ、キュラソー島で商取引に従事

• 1752年10月、オラビーデはマドリードに到着
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• 首都マドリードでのオラビーデに対する尋問

– 1754年12月、財産没収と首都監獄への投獄が命じられる。

– 1755年、健康上の理由からマドリード郊外のレガネス村に移送

（その保証は、叔父ドミンゴ・デ・ハウレギによって与えられる）。

– ここで、オラビーデは、生涯の友となるミゲル・ヒホンや商売活
動の仲間となるアルマルサと知り合う。

– 同年、大金持ちで未亡人のイサベル・デ・ロス・リオスと結婚（彼
女は50歳になっていた）。⇒オラビーデの生涯を大きく変える。
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• 金持ちとなったオラビーデは、債権者への支払いを済ませて告発を
無効にする。

– 1757年、リマ聴訴院解雇から続いていた訴訟に決着をつける。

「過去のこととして葬り去る」という判決（センテンシア・デ・オル
ビード）を勝ち取る。

– ミゲル・ヒホンやアルマルサと提携して商取引で巨額の利益を上
げる。

– サンティアゴ騎士団員の称号を獲得する（1756年）。

• 1757年～1765年、3回にわたってフランスへの長期の旅行を行なう
（ヴォルテール宅にも宿泊）。イタリアにも1年以上滞在する。

– フランス啓蒙思想の影響

– イタリア経済思想家の影響

⇒ヨーロッパ文化への精通。1766年3月の「エスキラーチェ暴動」

以後に本格化した啓蒙的諸改革のために積極的に登用される。
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「エスキラーチェ暴動」

• 7年戦争の敗北

• 経済的自由主義／食糧供給の問題

• モーラル・エコノミー

• イエズス会追放（1767年）
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オラビーデの生涯（2）――啓蒙改革派の旗頭として

• 1766年5月、エスキラーチェ暴動後に首都に滞留する浮浪者収容のために設立され

た「サン・フェルナンド救貧院」の管理を委託される。

– 同年6月には、マドリード救貧院の管理も委ねられる。

※リマ聴訴官の解任後初めての公職就任

• 1767年1月、暴動後の勅令（1766年5月）にもとづいて設けられたマドリード市会の住

民代理人（ペルソネロ・デル・コムン）に選出される

– 市会において商取引の自由化と取引最高価格制度の撤廃に向けて努力する

• 1767年6月、アンダルシーア4地方軍隊監察官（インテンデンテ）、セビーリャ地方国

税管理官、セビーリャ市代官（アシステンテ）、新定住地域総監督官に任命される。

⇒改革派官僚としてのめざましい活躍

• 1768年、多くの禁書を含む2400冊のフランスの書籍の入った29箱の荷物がビルバ

オに届く。それらは、セビーリャのオラビーデのもとに届く。その後も、多くの外国の
書物・雑誌がオラビーデに送られる。
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• 1770年代、修道聖職者たちによる告発が活発となる。とくに、新定住地域に赴任

したドイツ人カプチン会修道士ロムアルド・デ・フリブルゴによる激しい非難。

• 1775年末、異端審問所に提示された告訴に応えるためにマドリードに召喚される。

• 1776年11月、異端審問所による逮捕・投獄
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セビーリャ市代官の庭（アルカサル内）
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○新定住地域開拓事業（1767年～ ）

• テュリーゲルの提案⇒シエラ・モレーナ植民事業へ

• 「新定住地域特別法」（1767年7月に公布）の編纂に大きな役割を

果たす

• 「小農民保護主義」的政策
– 1768年3月、地方監察官として政府に対して「農地法に関する報告」を提出

※後の農地法制定審議に大きな影響を与える

• ラ・カロリーナでの新定住地域開拓事業
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⇒スペインの地図
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http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/la+carolina/Escudo/
http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/la+carolina/Escudo/
http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/la+carolina/Casa+T%EDpica/
http://www.pueblos-espana.org/andalucia/jaen/la+carolina/Toros+con+Solera%2C+por+Felipe+M./
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「シエラ・モレーナの新定住地域のための諸規則、
及びその入植者の特別法」（1767年7月5日）
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オラビーデ館（ラ・カロリーナ）

http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/19935.htm
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ラ・ルイシアナ
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○オラビーデ報告の中等教育（1768年）

• 「（女子のための学校ほど）スペインで不足し、また必要とされているも
のはない。女子のためのいくつかの学校や施設をつくろうとしたことが
なかったわけではないが、大変に狭い考えで行なわれており、それら
の場所での教育は修道女を生み出すだけに適したものであった。これ
まで決して家族の母、ましてや、高い威厳の備わった地位に置かれて、
その状態の輝かしき美徳を啓蒙的に備えた女性をつくりだそうとは考
えられてこなかった。」

• 「セミナーの精神は禁欲的で厳格である必要はない。そこに女子は修
道院になるためではなく、時代に生き、宗教と美徳を学ぶためである。
そのためには精神をくじくことのないような誠実な自由ときちんとした屈
託のなさをもつべきである。」

※ただし、こうした教育は富裕な家庭の女子に限られる（年に300ドゥｶｰﾄﾞ
の授業料。召使を連れている場合にはさらに100ドゥｶｰﾄﾞの出費）
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• 「高貴で富裕な若者は、できる限り最良の教育を受けるべきである。」

⇒富裕な家族から、少数の優れたエリート（「啓蒙改革者」）を育て上げる。

• 「富裕な子供たちが優れた教育を高貴に得ることのできる（中等）学校」
（18歳までの9年間）が必要であり、そこは「貴族たちだけでなく、支払い

ができてよりよい教育を得させようとする慎ましい人びとに」開かれていな
ければならない。

• ラテン語、数学、道徳、自然法、公法、政治学（「国家を治め、公的事柄を
指導する技法」）、デッサン、舞踊、フランス語（「国に奉仕するかたちで旅
行したり宮廷に品位を持って仕える」ための言葉）
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《Quien no pueda pagar la enseñanza de su hijo deberá
destinarlo a artesano o labrador, en la mentalidad ilustrada》

• 「（教育の負担の）できない人は、息子を学生にではなく、
職人や農民にさせなければならない。」

参照：「新定住地域特別法」第75条
「新定住地域においては、文法の勉強が行なわれてはならず、その他のより大きな専門
知識の勉強はなおさらである。この類の場所でこれらの勉強を禁止する王国の法の規
定は十分理由のあることであり、これを遵守せねばならない。なぜならば、そこの居住者
たちは、国家の力の神経として、農耕、家畜飼育、そして手工業に励まなければならな
いからである。」
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○大学改革に関するオラビーデの報告（1768年）

――『セビーリャ大学のための学問計画』

"Los Religiosos antes deben ser santos que
sabios, y lo que necesitan aprender, 
deben hacerlo dentro de sus claustros", 
dice Olavide para justificar la expulsión
de los Regulares de la enseñanza
universitaria

• イエズス会追放後の同会の財産と施設の利用

• スペインの各種団体のローカル的な排他性を批判

• スコラ哲学を批判。デカルトを称揚。

⇒大学と学寮（サンタ・マリア・デ・ヘスス学寮）の分離を提唱

Cf. コレヒアレス／マンテイスタス

• 「国家にとって貧民が文芸を学ぼうとするのは好ましくない。」

• 同じく、修道士も排除されるべきである。
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• don Luis Germán y Ribón, principal promotor de la 
separación del Colegio y de la Universidad. Del 
grupo de los manteístas, formó parte del Claustro
universitario; propuso el actual Sello de la 
Universidad de Sevilla. Era sacerdote y antiguo
colegial del Santo Tomás. Fue el fundador de la 
Real Academia sevillana de Buenas Letras, a quien
pertenece este cuadro.
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• 4つの学部と1つのコース

（哲学、神学、法学、医学／数学コース）

• 服装による大学生のコレヒアレスやマンテイ
スタスといった識別の禁止

• 図書館図書の充実と公開

• 医学の研究
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【補論】スペインからのイエズス会士追放と大学

• San Ignacio de Loyola (1491-1566), fundador de la Compañía de Jesús en 
1540 (lienzo anónimo de la Colección de la Universidad de Sevilla) 

San Ignacio exorcizando a un poseso (1660-64)
Juan de Valdés Leal.- Museo de BB.AA. Sevilla
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• "Funeral de la Compañía de Jesús"
Grabado satírico de 1773
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• La compañía de Jesús es objeto, en el siglo XVIII, de 
ataques y sus miembros son expulsados de diversos reinos
europeos -en 1759, de Portugal; en 1764 de Francia; en 
1767 de España, Nápoles y Parma- hasta que, finalmente
el Papa Clemente XIV dispone la disolución de la Orden en 
1773. sólo algunos monarcas como Federico II y Catalina 
la Grande los acoge en Prusia y Rusia.

• En la parte superior y al centro, imagen del Papa 
Clemente XIV; a la izquierda, "Ultima pompa fúnebre de 
la extinta Orden jesuíta" y sostenida por un ángel, la 
"Breve de supresión del reino". Debajo y encabezando el 
cortejo, la Muerte, la orden de supresión "Dominus ac 
Redemptor", una serie de personajes reales y alegóricos; y 
el globo terráqueo, símbolo de los dominios de la 
Compañía.
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○作家オラビーデ

• サルスエラの作品（1764年)
• フランス語書物の翻訳

• 「シエラ・モレーナ植民計画に関する報告」

• 「週毎の街路清掃の一般規則」

• 「セビーリャの兄弟団・信徒会に関する報告」

• 「セビーリャの演劇に関する規則」

• 「農地改革法に関する報告」

• 「福音の勝利」（1797年）
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○オラビーデとセビーリャの演劇
• オラビーデは、啓蒙思想の知識（光）を民衆に普及する手段として演劇を重視する。

• ディエゴ・デ・カディス士らは、演劇がよき慣習をだめにするとして、観劇に行かない
ように説教する。
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※オラビーデの行動への反発の高まり

• シエラ・モレーナでの総監督官としての行動

• セビーリャ市での代官としての奔放な振舞い

⇒異端審問所によるオラビーデの行状の監視
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オラビーデの生涯（3）――異端審問所による逮捕・投

獄からフランスへの出国・亡命生活、そして帰国まで

• 1776年11月、異端審問所の監獄に収容される

• 1778年11月24日、特定の傍聴人（その中にはオラビーデの同調者

が少なからず含まれた）だけを召集した異端宣告式（アウティーリョ・
デ・フェ）で、「異端、破廉恥、カトリック教徒の中での腐敗した一員」で
あると宣告される

⇒宮廷からの永久追放。8年間の修道院への幽閉。

• オラビーデはいくつかの修道院で過ごす

• 1780年11月、温泉治療を目的にカタルーニャ地方のジローナに行く

ことを許可され、口実を設けて国境を越えてフランスに脱出する
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• やがてパリに居を構える
– 「異端審問の犠牲者」という評判を避けるためにピロス伯という偽名を使う

– しかし、少なからぬ著名人がその屋敷を訪れる

• 1789年、フランス革命の勃発

– オラビーデの生活と思想を大きく揺るがす

– 革命の勃発時には関心を抱くが、やがて彼は努めてこれに巻き込まれるのを
避ける

– 1791年、ロアール川沿いの町マンに居を移す

• かつてのサン・フェルナンド救貧院の経験を生かし、救貧事業に携わる

• 創立された「マン人民協会」に名を連ねる

– 1794年4月、公安委員会によって反革命容疑者として逮捕され、ボシャンシー

に投獄される。

– 1794年10月17日、ロベスピエール失脚後、ようやく釈放される

• 1795年、シェヴェルニーに移る。
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• フランス革命に対する幻滅から、そしてスペインがフランスと同様の
混乱や悲劇に陥らないことのために、「敬虔で、しかも決して哲学的
であることを止めない」書物を著す

⇒『福音の勝利または幻想から覚めた哲学者の話』（全4巻、スペ
イン・バレンシア、1797-1798年）

※ヴォルテールを激しく批判し、「邪悪な怪物」と呼ぶ。

※フィロゾーフたちの思想に反駁する。

※「啓蒙的だが、キリスト教的」な教育を行なうことを主張。

• 1798年、オラビーデはスペインへの帰国を許される。さらに、年金9
万レアルが与えられることになる。

• シエラ・モレーナ新定住地域に近いハエン県の町バエサに隠退

• 1803年2月25日、この地で逝去。
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• オラビーデの晩年の仕事

– 「世界共通語」の発明を積極的に提唱
※共通語は、「光、すなわち諸国民を幸せにすることのできる技術や知識を
すべての国民に伝えることのできる唯一の手段」である。

※共通語を利用して、「いまだ野蛮な人びとを文明化し、宗教と道徳の諸原
則を彼らに広めることができる」。
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• 1798年、バエサ（Baeza)に隠退

• 1803年2月25日、バエサにて逝去

（同市のサン・パブロ教区協会に埋葬）
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⇒

〔スペイン地図〕


	パブロ・デ・オラビーデ�――啓蒙改革派官僚として――�（リマ 1725年～バエサ 1803年）
	〔スペイン国内で流布した詩句〕
	ディドロ「ドン・パブロ・オラビーデ――その略歴」
	オラビーデの生涯（1）――ヨーロッパ文化の精通まで
	「エスキラーチェ暴動」
	オラビーデの生涯（2）――啓蒙改革派の旗頭として
	セビーリャ市代官の庭（アルカサル内）
	○新定住地域開拓事業（1767年～　）
	⇒スペインの地図
	「シエラ・モレーナの新定住地域のための諸規則、及びその入植者の特別法」（1767年7月5日）
	オラビーデ館（ラ・カロリーナ）
	ラ・ルイシアナ
	○オラビーデ報告の中等教育（1768年）
	○大学改革に関するオラビーデの報告（1768年）�　　――『セビーリャ大学のための学問計画』���
	【補論】スペインからのイエズス会士追放と大学
	○作家オラビーデ
	○オラビーデとセビーリャの演劇
	※オラビーデの行動への反発の高まり
	オラビーデの生涯（3）――異端審問所による逮捕・投獄からフランスへの出国・亡命生活、そして帰国まで
	〔スペイン地図〕

